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市庁舎本館市民税課　市民税係　℡0897－52－1317
各総合支所税務課　税務係

　税源移譲によって所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市県民税率の変更による税負担の
増加の影響のみを受けた方については、すでに納付済の平成19年度の市県民税から税源移譲で増額となった
市県民税相当額を減額し還付します。
　市県民税の還付を受けるには申告が必要となりますので、必ず期間内に申告書を提出してください。

平成19年分の所得が減って所得税が
課税されなくなった方

　平成18年分は所得税が課税される程度の所得であっ
たが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所
得が減少した納税義務者。
　ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転
出して平成20年１月１日現在国内に居住されていない
方は、対象となりません。また、人的控除（配偶者控
除、扶養控除、基礎控除など）以外の控除額（寄附金
控除額など）が増加した方、住宅ローン控除などで所
得税が課税されなくなった方は、対象となりません。

税源移譲によって増額となった
市県民税相当額

　平成19年度分の市県民税（所得割額）について、次
の①から②を差し引いた額を還付します。
　①…税源移譲後の税率を適用して計算した税額
　②…税源移譲前の税率を適用して計算した税額

「平成19年度分　市町村民税・道府
県民税　減額申告書」

７月１日㈫～31日㈭
※申告期間を過ぎると還付が受けられないことがあります。

　平成19年以降に転入・転出をされた方は、申告先を
お間違えにならないようにご注意ください。

平成19年１月１日現在において
お住まいの市区町村

　該当すると見込まれる方のうち、平成19年１月１日
以前から引き続いて西条市に居住されている方に対し
ては、申告書を送付しています。
　該当すると思われるのに申告書が届いていない方は
市の担当課へご相談ください。また、申告書は市ホー
ムページからもダウンロードできます。

西条市ＨＰ：ホーム＞暮らしの便利帳＞市税＞平成20年
　　　　　　度個人市県民税の改正について
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